
３介第 331 号  

      令和３年（2021 年）７月 13 日  

 

高齢者福祉施設・事業所管理者 様 

 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項による 

感染防止策の徹底等について（要請） 

 

 日頃から、本県の高齢者福祉施策に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策に関する感染防止策等に格別の御高配を賜り、重ねて

御礼申し上げます。 

 さて、本県では７月 13 日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議におい

て、別添のとおり、７月 13 日以降の長野県新型コロナウイルス感染症対応方針等を定め、法

第 24 条第９項により、ガイドラインの周知を通じた感染防止策の徹底等について引き続き要

請すること等を決定しました。 

介護保険サービス等は、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであ

り、利用者や御家族等の状況を踏まえ、必要なサービスを継続的に提供することが求められま

す。 

つきましては、下記の点に留意して御対応くださいますようお願いします。 

なお、国の動向及び今後の県内の感染の状況等によっては、要請等の内容を見直す場合があ

りますので、御承知おきください。 

 

記 

 

１ 要請内容 

（１）感染防止策の徹底の継続 

 「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正）」

（令和２年 10月 15 日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）、「高齢者施

設における感染対策の更なる推進について」（令和３年３月９日付け厚生労働省健康局結

核感染症課ほか連名事務連絡）等を踏まえ、引き続き、感染防止策の徹底をお願いします。 

 

（２）他県への訪問についての呼びかけ 

他県への訪問に当たっては、感染防止の３つの基本（身体的距離の確保、人混みの

中でのマスク着用、手洗い・手指の消毒）など、基本的な感染防止策を徹底するほか、

次のとおり慎重な行動をとること 

・ ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店など、クラスターの発生する可

能性のある場所への訪問を控えること。 

・ 当該地域から戻った後も自らの健康観察を行うとともに、行動歴について記録す

ること。 

・ 会食を行うに当たっては、感染防止対策が行われていない店舗、密な室内での大

人数の飲食、長時間におよぶ飲食、はしご酒を避け、会話をする時はマスクを着
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用すること。 

なお、緊急事態宣言が発出されている地域や直近１週間の人口 10 万人当たりの新

規陽性者数が 15.0 人を上回っている都道府県への訪問はできるだけ控えること 

（３）イベント開催基準の遵守等 

   イベントの開催に当たっては、引き続き開催基準を遵守いただくとともに、適切な感染

防止策の徹底を図っていただくようお願いします（別添「長野県新型コロナウイルス感染

症対応方針（４月 28 日以降）」の８（４）を参照。）。 

 

２ 協力を依頼する事項 

（１）連休や夏休み等を迎えるに当たっての感染防止対策の徹底 

   感染拡大地域等への訪問をできるだけ控えることや、同居家族以外で行う飲酒を伴

う５人以上の会食について、感染対策の徹底が困難な場合は実施を控えること 

 

（２）感染者等への不当な差別的扱いや誹謗中傷を抑止し、温かい社会を作る取組 

新型コロナウイルス感染症に起因する県民の人権侵害を生じさせぬよう、不当な差

別的扱いや誹謗中傷の抑止に協力いただくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 健康福祉部介護支援課サービス係、施設係 

（課長）油井 法典 

（担当）増田 謙二、奥原 清恵 

電 話 026-235-7121、7113 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 026-235-7394 

電子ﾒｰﾙ kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp


 

  
 

 

 

 

 

 
◆ 近所の高齢者の方に「声かけ」、「見守り」を日頃から行い、消費者被害は未然に防止する・

被害に気づいていない人に、気づかせる機会を設けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

第４号 令和３年７月６日 

長野市消費者被害防止見守りネットワーク情報 

～不安を感じたら迷わず電話～ 

◆長野市消費生活センター 224-5777 

（消費者ホットライン 188） 

◆長野中央警察署 244-0110 

◆長 野 南 警 察 署 292-0110 

（警察相談専用電話 ＃9110） 

 

【発行元】長野市地域・市民生活部  

市民窓口課 消費生活センター 

〒380-0835 長野市大字南長野新田町 1485-1 

 長野市もんぜんぷら座４階 
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定
員

事
前
申
し
込
み

申
込
開
始
日

担当
問合せ先
電話番号

介護者教室

『人生会議について知って、考え
てみよう』

介護予防教室

『ヨガで心も体もリラックスその①』

介護予防教室

『心筋梗塞と狭心症（入門編）』

介護予防教室・介護者教室・介護者のつどいのご案内　（2021年8月）

8 18 水 午後 1時30分 3時
生
活

要 随時
地域包括支援センター
篠ノ井総合病院

２６１－１０６２
無
料

15
人

8 25 水 午後

講
座

篠
ノ
井

篠ノ井交流セ
ンター　第4・5
学習室

市内在住
の介護を
されてい
る方

２１７－５６５０

8 26 木 午前 10時 11時
健
康

市内在住
の65歳以
上の方

無
料

30
人

要 7月1日
地域包括支援センター
芹田

1時30分 3時
健
康

教
室

芹
田

芹田公民館

要 5月10日
在宅介護支援センター
インターコート藤

２８４－６２１５
教
室

更
北

更北公民館
第一学習室

市内在住
の65歳以
上の方

無
料

30
人
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